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第７回WGの論点

第
７
回

● 高等学校における科目の柔軟な組み替えを可能とする仕組みを前提とした場合に、考えられる教育課程・学習指
導の在り方。

● 教育課程の柔軟化に伴って生じうる課題とそれを防ぐための運用の在り方。

必履修
選択 学校設定

１単位
（35単位時間の学習）

１ ２ ３ … … 28 29 30
（週当たり授業コマ数）

科目B 減単科目A

科目G科目E 科目F

科目C

高等学校の教育課程の柔軟化の仕組みの方向性（イメージ）
コマ

１新単位
（◯単位時間の学習） 必履修

科目G

学校設定選択組替え後
科目

組替え後
科目

科目E 科目F

科目A 減単 減単 減単科目B

１ ２ ３ … … … … ○ コマ

免除・振替

１50分×17コマの授業をもって
１単位とすることを標準とする

２

３ 各科目の単位数を一層柔軟に設定でき
るようにするためどのような方策が必要か
（減単の在り方）

４ 科目の履修免除の具体的な要件、
対象科目、 運用をどのようにするか

６ これらの仕組みの不適切な運用を防ぎ、国・都道府
県・各学校が必要に応じて改善を図り、質を確保する
仕組みをどのように設けるか

5 その他柔軟な教育課程の促進策として、
①学校設定教科・科目の単位数上限の
在り方をどう考えるか
②週当たり授業時数の示し方をどうするか

科目の組み替えの具体的な
内容や要件をどのようにするか

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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検討の前提
①多様性・共通性の双方を重視しつつ特色化・魅力化を推進する視点
 高等学校は、義務教育の基礎の上に、生徒の進路等に応じて高度

な普通教育・専門教育を実施するという目的を持つ。

 こうした目的を踏まえ、これまで全ての生徒が共通して学ぶ必履修科
目と、生徒が興味・関心や進路希望に学ぶ選択科目を設けるととも
に、「学校設定教科・科目」の開設や「学校外の学修の単位認定」を
広く認めるなど、各学校の創意工夫を凝らした教育課程編成や生徒
の多様な学習成果を認める仕組も整えてきた。

 今回の検討においては、新たな時代に相応しい多様性と共通性のバ
ランスを図りつつ、こうした教育課程上の創意工夫の幅を一層拡充し、
特色化・魅力化の可能性を最大限追求する必要がある。

②多様な生徒一人一人に応じる視点
 少子化に伴い統廃合が進む中、多くの高等学校において、在籍す
る生徒の多様性が増しており、学力水準や進路希望も多様になって
いる。こうした中、現行の仕組みの中では、生徒の多様なニーズに応じ
たきめ細かな対応が難しくなっている。

 多様な子供一人一人がキャリアや進路に応じて科目を選択しながら
主体的に学ぶ中で、個性・特性に応じた「好き」を見つけ、「得意」を
伸ばすことに繋がる柔軟な教育課程の在り方が一層求められている。

 これらの前提を踏まえつつ、研究開発学校・教育課程特例校、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）、ワールドワイドラーニング
（WWL）等を通じた様々な教育課程の工夫の実践の蓄積や、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、グラデュエーション・ポ
リシーに基づく学校の特色化・魅力化を図るこれまでの学校改革の努力を土台として、それらをさらに実質化・発展させるための仕組
みを具体的に検討する。

③学校教育を通じて社会変化を牽引する人材育成を進める視点
 生成AIが牽引する社会の急速なデジタル化、生産年齢人口の減少、

地方の過疎化等が同時並行的に進む中、これまでの進路動向・人材
供給傾向が続けば、地域のエッセンシャルワーカーやイノベーションを牽
引する専門的技術者が不足し、定型的な業務を担う事務職は余剰と
なるなど、大規模な「労働力需給ギャップ」も予測されている。

 こうした状況を踏まえ、各高等学校及び設置者においては、これまでの
社会システムの継続を所与の前提とするのではなく、近未来の労働市
場や社会の在り方も見据えつつ、学校や地域の特性を活かして探究
的・実践的な学習内容を充実させるなど、教育課程を大胆に改革し
ていくことが求められている。

 こうした視点からの学校改革は、学校教育を「起点」として、社会課題
の解決や社会経済の発展等につながる動きを生み出し、同時に生徒
の自己実現に繋がるものとして丁寧にデザインされることにより、①・②と
も相補的なものになると考えられる（よりよい学校教育を通じてより良
い社会への移行を図ることができる）。

 そうした各学校の大胆な挑戦を支援するため、文部科学省では「高校
教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」の策定や、「高等
学校教育改革促進基金」の創設などに取り組んでいるところ。これらの
施策が最大限の効果を発揮するためにも、各学校が特色ある教育課
程を最大の「強み」として捉え、「攻め」の教育課程編成を後押しする
基盤を学習指導要領等を通じて整えることが重要。

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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科目の柔軟な組み替えの具体的な内容・要件

 企画特別部会の論点整理においては、各学校が生徒の実態等に応じた柔軟な教
育課程編成を可能とするため、必履修を含む科目の履修の一部又は全部を、一定
の要件の下、同一教科の他科目や学校設定科目等で取り扱うことを可能とする方
向性を示した。

 この点については、どういった要件の下、何を可能とするか具体的に検討が必要。

（科目の柔軟な組み替えで可能とする具体的な内容）

１
（検討事項）

 現在、高等学校の教科・科目は概ね以下のような類型となっている。
 ①各学科に共通する各教科・科目及び総合的な探究の時間（いわゆる共通教科・科目等）
②主として専門学科において開設される各教科・科目（いわゆる専門教科・科目）
③学校設定教科・科目

必履修
科目

選択
科目 科目

共通教科等 専門教科 学校設定教科

科目学校設定
科目

学校設定
科目

総合的な
探究の時間

 各教科・科目については、原則として科目間での内容の移行・入れ替えは認められて
いない。一方で、教育課程特例校制度等では、内容を全て扱うことなどを前提に、複
数科目間での内容の移行・入れ替えを認めており、共通教科等・専門教科・学校設
定教科のいずれの教科・科目間の移行・入れ替えにも制限を設けていない。

 こうした現行制度を踏まえ、教育課程特例校のほか、研究開発学校と同様の教育課
程の特例を認めているSSH、WWL事業の採択校では、

【必履修＋必履修】、【必履修＋選択】、【総探＋必履修】、【専門＋専門】

など、様々な組み合わせで教科・科目の内容の組み替えを行うとともに、各学校の教育
課程の趣旨・目的に即した学校設定教科・科目を設ける等の取組が行われている。

 こうした現行の特例制度における多様な実践の蓄積も踏まえ、いずれの
科目の類型間の組み合わせであっても、一定の要件の下、各学校の
判断において、
「各科目内容の一部または全部について他科目への移行・統合」
を可能とすることについてどのように考えるか。

 これにより、各学校が生徒の実態に応じて、例えば下記のような多様な
取組の展開が期待できるのではないか。

•同一教科内の必履修科目や選択科目を一体化した科目を作り、学
習内容の重複を避け余白を生み出しつつ、探究的な学びを充実
（例）物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎を組み合わせ、「理科基礎」

化学基礎と化学を組み合わせ、「化学総合」 など

•複数教科に属する科目を組み合わせて一体的に取り扱う科目を作り、
より実社会・実生活における実践的な課題解決に繋がる学びを充実
（例）論理国語の一部と理数探究を組み合わせ、「アカデミック・プレゼンテーショ

ン」など

•学校の特色を活かした学校設定教科・科目と、共通教科・専門教
科の内容を組み合わせることで、学校が目指す資質・能力の育成を
一層充実
（例）公共にグローバルの観点からの趣旨・内容を強化し、「グローバル公共」など

•学び直し科目と必履修科目を組み合わせて、生徒の基礎学力保障
の取組を充実
（例）数学Ⅰに義務教育段階の学び直しを加え、「数学基礎」など

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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 一方、高等学校学習指導要領に示す各教科・科目等の内容は、これからの社
会で求められる資質・能力を効果的に育成できるよう系統性に配慮して設定され
るものであり、それらの柔軟な組み替えを認めていくに当たっては、一定の要件が必
要ではないか。

 具体的には、以下の要件を設定することについてどのように考えるか。（単位数の
取扱についてはP21で検討）また、こうした要件を踏まえ、具体的にどのような科
目設定は許容されないか等については、今後の各教科等WGの議論も踏まえつ
つ検討し、解説やQA等で整理して示すべきではないか。

（科目設定の趣旨に関わるもの）
要件① 組み替え後の科目の実施により、元の教科・科目の目標の趣旨を損なわ

ないこと
学習指導要領で定める各科目それぞれに、当該科目として創設している趣旨・目的がある中で、科目
から一部の内容を取り出し他科目に移行し分散して指導することで、当該科目の目標の趣旨を損ねる
結果となることは避ける必要があるのではないか。具体的には、例えば歴史総合は、近現代に関わる世
界とその中の日本を広く相互的な視野から捉えること等を科目の目標としており、これを日本史と世界
史に分割して指導することは歴史総合の目標の達成が困難となると考えられる。

（質の確保に関わるもの）
要件② 組み替え後の科目の実施を含む教育課程全体として、元の科目の履修と

同様の成果が期待されること
現在においても、同様の成果が認められる場合には、
・外国の高等学校における履修をもって必履修教科・科目等の履修に替える
・専門教科・科目の履修をもって必履修教科・科目等の履修に替える
・理数探究基礎または理数探究の履修をもって総合的な探究の時間の履修に替える
こと等を可能としているところ。こうした点も踏まえ、元の科目の履修と同様の成果が期待できることを求
めることが必要ではないか。

（説明責任に関するもの）
要件③ カリキュラム・ポリシーとの関連において、変更部分の趣旨・内容を公表し

て明らかにし、生徒・保護者等に説明すること
生徒が入学先を決定するに当たっては、当該学校が目指すカリキュラム・ポリシーとの関係において、科
目の柔軟な組み替えの内容や趣旨が明確となっていることが必要であるとともに、カリキュラム編成の透
明性を高めることで、不適切な取扱があった場合に速やかに是正を図ることができる基盤を整える必要
があるのではないか。

（要件の在り方） （組み替える場合を含めた内容の取扱い方）
 企画特別部会の論点整理においては、科目の柔軟な組み替えを行

う場合の元の科目の内容の取扱い方として、
「元の科目の内容が適切に取り扱われていることとするか」
「基礎的・基本的な事項に重点を置くなど内容を選択可能とするか」
についても検討すべきと示されている。

 この点、現行制度でも、特に必要がある場合には、各教科・科目の
目標の趣旨を損なわない範囲で、各教科・科目の内容について、基
礎的・基本的な事項に重点を置くなど選択して取り扱うことを可能とし
ている。

 この趣旨は、義務教育に比べ高等学校は学校によって生徒の実態が
大きく異なることから、生徒の多様な実態を踏まえた内容の取り扱い
の工夫を認めるものであり、教科・科目の柔軟な組み替えを行う場合
であってもその必要性は変わらない。そのため、科目の柔軟な組み替
えを行う場合、原則としては元の科目の内容が教育課程全体で適
切に取り扱われることを前提としつつ、従前同様、生徒の実態を踏ま
え特に必要がある場合は「基礎的・基本的な事項に重点を置くなど
内容を選択して扱うことが可能」としてはどうか。

 さらに、企画特別部会においては、科目の目標の趣旨を損なわない
範囲で内容を選択的に取り扱う際、「基礎的・基本的な」事項に重
点を置く場合ばかりではなく、「探究的・発展的」な事項に重点を置い
て選択的に取り扱う場合も考えられる旨の議論もあった。

 今回の高等学校の単位制の柔軟化は、子供一人一人の多様性に
応じるとともに、未来の社会や労働市場の在り方も見据えた改革を
支えるものであることを踏まえ、「発展的・探究的な」事項に重点を置
いて各科目の内容について選択的に取り扱うことも可能とする方向
で検討してはどうか。なお、この際、大学入試対策に過度に傾倒した
運用を防ぐ観点から留意が必要。

（例：世界史探究で(4)地球世界の課題の探究に重点を置く、英語
コミュニケーションⅢで「社会的な話題」に重点を置くなど）

科目の柔軟な組み替えの具体的な内容・要件等１ 令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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 「各科目内容の一部または全部について他科目への移行・統合」を可能とした場合、内容を受け取る移行・統合先の科目及び内容を減らす移行元と
なる科目（以下「組替え後科目」という。）について、どのような性質の科目とするかが論点となる。

「組替え後科目」の性質の在り方

科目の柔軟な組み替えの具体的な内容・要件等１

英コミⅠ

 組替え後科目について、全て学校設定教科・科目として取り扱うことも考えられるが、その場合、組替え後科目が全て学習指導要領に定めのある共通教科・専
門教科に属する科目（総合的な探究の時間を含む。以下「既存教科・科目」という。）の内容で構成されるものであったとしても学校設定教科・科目として取り
扱うこととなる。そうすると、以下の課題も生じる。
 学校設定教科・科目は卒業に必要な単位数に含められる上限（現行制度では20単位）が定められており、既存教科・科目の内容の組み替えを

行った場合、その分学校が特色を活かして設定できる学校設定教科・科目の単位数が少なくなる
 現行の教育課程特例校制度では、既存教科・科目の組み替えについて単位数の上限を設けていないにもかかわらず、組替え後科目について上限設定が

存在することとなる

 また、義務教育段階における調整授業時数制度の検討においては、既存教科の組み替えによる新たな教科の創設（教育課程特例校制度で可能として
いる取組の一般化）については時数の上限を設けない一方、学習指導要領に定めのない事項について新たな教科を創設する場合や裁量的な時間を活
用する場合は、一定の時数の上限を設けることとしており、そのこととのバランスを考慮する必要がある。

 こうしたことを踏まえ、既存教科・科目の内容のみで構成される組替え後科目については、学校設定教科・科目とは区別して、「組替え後科目」等と呼称し、
その単位数上限は設けないことするとともに、組替え後科目が学校設定教科・科目の内容を含む場合のみ、学校設定教科・科目として取り扱うこととしてはど
うか。

 なお、組替え後科目が必履修教科・科目を含む場合であれば、当該科目は必履修として取り扱うこととしてはどうか。

（現行の特例校での事例等を踏まえた具体的な適用例）※赤枠は必履修であることを示す

論表Ⅰ 英語総合Ⅰ

外国語科の「組替え後科目」

情報Ⅰ 総探の
一部 探究基礎

情報科及び総探の
「組替え後科目」

学校設定
科目 総探 ◯◯探究

学校設定教科の科目

理数数学
Ⅰ

理数数学
Ⅱ 理数SS数学

理数科の「組替え後科目」

＋

＋＋

＋

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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単位の計算方法の見直し

6

２

 高等学校は単位制を採用しており、50分の授業を１単位時間（コマ）とし、
35コマの授業をもって１単位として計算することを標準とし、これに基づいて各教
科等の履修単位数を決定したり、修得単位の認定を行う仕組みとなっている。

 こうした仕組みは、生徒の多様な科目選択が可能な高等学校において、卒業に必
要な履修科目の組み合わせや学習量の計算が煩雑となるのを避け、学校としても
教育課程編成が容易となるというメリットもある一方、以下のような課題もある。
 各科目についてきめ細かな学習時間の調整ができない
 35コマ未満のコンパクトな学習内容は単位として認定できない
 学期ごとに柔軟に科目の履修選択を認めるといったことは難しい

 こうした課題は、①で検討したような科目の柔軟な組み替えを可能としたり、生徒の
多様なニーズに応じた丁寧な学習量調整を行うことができるようにしていくことを可
能としていくに当たっては、大きな課題となりうる。こうしたことなどを踏まえ、企画特
別部会では、１単位を細分化（半期での学習をもって１単位と認定。卒業に必
要な単位は74単位から148単位となる。）する方針を示したところ。

 その際、現在は35コマの授業をもって１単位として計算しているところ、単位を細分
化する場合に１単位をどのように計算するかが課題となる。(具体的には、１単位
に必要な単位授業時間を17コマとするのか18コマとするのか)

 この点、高等学校は、高等学校入試への対応が必要なことや、高３の大学入試
のために、実質的に授業ができない日もあり、授業日数が義務教育段階よりやや
少ない一方、多くの週当たりコマ数を実施している実態に留意が必要。そうした構
造の中で、学校行事や祝日等により各教科等の授業が実施できなかった場合に、
振替や追加の授業等により年間で35コマの確保に困難が生じやすい実態もある。

 こうした中で、１単位を18コマで計算し、実質的に単位認定に必要な授業時間
数が1コマ増加することは、現場の実態と乖離し、運用が困難となる恐れがある。し
たがって、今般1単位の計算方法を細分化するに当たっては、50分×17コマの授
業をもって1単位とすることを標準としてはどうか。

（単位計算の方法の見直し）

 企画特別部会の論点整理以後、今回の１単位の計算方法の細
分化については、（１単位：週１コマ×半期）との記載があったこ
とも踏まえ、２学期制への移行を前提とした仕組みとなるのではな
いかとの声も聞かれたところ。

 この点について、２学期制を採用している場合は、前期・後期それ
ぞれの授業時間と単位認定に必要な授業時間（1単位17コマ）
を揃えやすく、通年のみならず、前期・後期それぞれで柔軟に科目
選択の機会を提供することがしやくなるなどのメリットはある。

 しかしながら、新単位による履修単位数を２の倍数とすることにより、
従前と同様の単位数で便宜上運用することも可能であり、３学期
制の場合のデメリットとなるものではない。加えて、3学期制である場
合でも２週に１度の授業を設ける等により、新単位を活用した科
目設定も可能でもあり、２学期制への移行を前提としたものではな
いことに留意が必要。

（３学期制との関係）

※以後便宜的に、現行の単位計算によるものを◯単位、細分
化された新たな単位計算によるものを◯新単位と記載。

 なお、その場合、現在1年間で35単位時間で指導する内容を34
単位時間を標準として指導することとなるが、このことも踏まえた
教科用図書の分量となるよう、義務教育段階と同様に教科用図
書の精選等を図っていく必要があるのではないか。

（単位授業時間の柔軟な設定との関係）
 高等学校が単位授業時間の柔軟な見直しを行いたいと考えた場合、

例えば50分授業で45分授業にして同じ授業コマ数とすると、4単位の
科目は10％程度授業時数が減少する（結果、3.6単位分の学習と
なる）ところ、これまでは端数を切り捨てて「３単位」分の認定しかでき
なかったため、単位認定の取りこぼしが生じるため、広がりを欠いた面が
あった。この点、新単位制度は、きめ細かな単位認定が可能となることか
ら、単位授業時間の柔軟な設定を容易にする効果も見込めるため、
そうした運用例も示していくことが考えられるのではないか。

令和８年２月１９日
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３
（共通教科・科目の単位数）
 現行学習指導要領では、共通教科・科目及び総合的な探究の時間について

標準単位数を定めるとともに、標準より増加して履修単位を設定する場合（増
単）や、標準より減じて履修単位を設定する場合（減単）の条件を解説にお
いて整理している。

（２単位の必履修科目の減単について）
 現在必履修科目については、標準単位数が２単位である場合は単位数を減じる

ことはできないとしているが、これは２単位から単位数を減じた場合１単位となって
しまい、半分の時数で目標の実現を図ることは困難と考えてきたことによる。

 一方、今回単位の計算方法の見直しによって、２単位科目については４新単位
となり、例えば３新単位に減単すると授業時数としては25%の減となる。現在、特
に必要がある場合は３単位の科目を２単位に減単する（約33%減）ことを可
能としている中にあって、25%の減を不可とする理由に乏しいことから、現在減単を
不可としている標準が２単位の必履修科目についても、１新単位の範囲内で
減単を認めることとしてはどうか。

 しかし、例えば、大学入試に課されない教科が削減され、普通教育としての教育
課程のバランスが確保できなくなるといったことを避ける必要がある。このため、それぞ
れの「教科」について教科目標を達成する必要最低限の時数は確保できるよう、
各必履修「教科」に係る科目の履修単位数の合計が３新単位以下となる減単
は不可としてはどうか。（現行単位を前提にすれば、公共、芸術（音楽Ⅰor美術Ⅰor
工芸Ⅰor書道Ⅰ）、情報Ⅰ、家庭基礎が減単不可）

 こうした考え方を基本とした上で、各教科等WGにおける科目構成の在り方や、
標準単位数の議論の結果も踏まえ、各科目について減単可能な上限を定める
こととしてはどうか。

 なお、一方組替え後科目の内訳に着目すると、実態上どの時間が必履修科目相
当で、どの時間がそれ以外の科目相当か明確な区別が難しいことが想定され、一
定の考え方を示す必要がある。このため、組換え前の科目の「減単可能な上限」の
考え方を踏まえて、 「組替え後科目」の必要単位数を設定すべきではないか。
（例えば、生物基礎と生物を組み合わせて組み替え後科目とした場合、生物基礎で３新
単位分＋生物で６新単位分などそれぞれの科目で設定可能な範囲で設定し、その合計
で組み替え後科目の単位を設定することが想定される。（この場合９新単位））

増単 減単

必履修教
科・科目

増単できる場合の例示
・基礎的な学習内容の定着
・理解が難しい科目の十分な習
得
・特定の技能等の反復・習熟

◯原則減単できない
◯いずれの条件も満たす場合のみ減単可能
・短い時数で科目の目標を実現可能
・生徒の実態及び専門学科の特色等を考
慮し特に必要がある場合

◯標準単位数が２単位である場合は減単不
可

それ以外 ◯原則減単できない
◯以下のいずれかの場合のみ減単可能
・短い時数で教科・科目の目標を実現可

能
・教科・科目の特質から一部の内容項目
を取り上げることも可能である旨規定さ
れており、実態に応じやむを得ない場合

 今回、義務教育段階については、調整授業時数制度を導入し、標準授業時数
から一定の割合で減じて授業時数を設定できることとする方向で検討が進んでいる
（減ずることで35コマ未満となる教科を除く）。

 義務教育段階においてこうした検討が進んでいる中、高等学校についても、①で議
論した科目の内容の柔軟な組み替えや、②で検討した単位数の計算方法の見直
しを実効性あるものとしていくためには、より一層生徒の実態や各学校の教育課程
編成のねらい等に応じて柔軟に学習時間を調整できる仕組みとしていく必要がある
のではないか。

 この点について企画特別部会の論点整理においては、「複数科目を一体的に指導
する場合、履修単位数を標準より減らすことをも可能とすべき」としているが、組替
え後科目を含め、各科目の履修単位数の調整の在り方をどうするか課題となる。

 一方、生徒の多様な実態や、学校の教育課程編成のねらいに応じた様々な教育
活動を実現し、教育課程全体として生徒の資質・能力を効果的に育成するために
必要であると考えられる場合は、カリキュラム・マネジメントの一環として共通教科の時
数を減じ、必要な教育活動を実施するための余白を創出することができるようにする
ことは意義が大きい。

 したがって、減単の基本的な考え方として「原則不可」とすることを改め、生徒の実
態及び教育課程全体を通じた資質・能力の育成に資すると認められる場合は、一
定の限度の下で可能であるという考え方を基本としてはどうか。

（減単に関する基本的な考え方の見直し）
 標準単位数は、当該科目の目標を達成し、学習指導要領の内容を無理なく指

導するのに適切な時間として設定しているものであり、引き続き、標準の通りに履
修単位を設定することを原則とすることに一定の意義があると考えられる。

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
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科目の履修免除・振替の対象科目、具体的な要件・運用４

 企画特別部会の論点整理では、「入学時点で高度な外国語の運用能力を有していること
が外部試験で明らかな場合など、社会的信頼性が確立している基準により、特定の必履修
教科・科目について既にその内容を十分に修得していると判断できる生徒が在籍する場合に
は、一定の要件の下、各学校や教育委員会の判断により、当該教科・科目の履修を免除
可能とする仕組みを整えるべき」とされており、履修免除した場合の対応として、以下の方向
性が示されているところ。
履修を免除する場合、別の学習をもって当該科目の履修に替えることとする方向で検討すべ
き。その際、例えば以下の例など履修の振り替え先について整理すべき

 当該科目の属する教科の上位科目
 学校設定科目
 学校外学修の単位認定の履修に替えることを認めてはどうか

（例えばCEFRB2相当の生徒は英語コミュⅠを免除し英コミュⅢや学校設定科目の履修を可能とす
る、 CEFRC１以上の生徒は大学の講義等の単位認定で替えるなど）

 こうしたことを踏まえつつ、制度の在り方について更なる具体化の検討が必要となる。
（必履修科目の履修免除の要件）
 現在高等学校では、多様な学校外学修の成果を認める一環で、学教法施行規則第98条

第2号に基づき、在学中に外部検定等の「知識及び技能に関する審査（以下「技能審査」
という。）」を受けた場合の学修成果を単位認定可能(36単位まで)。

 一方、各教科・科目が育成を目指す資質・能力は「知識及び技能」のみならず「思考力・判
断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」を含むため、特に「知識及び技能」以外の資
質・能力については外部試験の結果のみをもって育成状況を証することが難しい側面もある。

 同様に、今回の履修免除・振替の仕組みについても、特定の外部試験の合格が、相当する
必履修科目（以下「免除科目」という。）が育成を目指す資質・能力の全体を担保すること
を証することは困難であるという前提で、検討する必要がある。

 以上を踏まえれば、外部試験はあくまで免除科目の資質・能力を部分的に証するものである
ものの、その活用により、当該科目が属する教科全体の目標を効果的に実現するとともに、対
象生徒の資質・能力を教育課程全体で豊かに育む観点から免除科目及び振替え先の科目
等（以下「振替科目等」という。）の設定をすべきであり、こうした観点からバランスのある制度
設計が必要。こうした視点から、今般の履修免除・振替については次の３つの要件をいずれも
満たす場合に対象としてはどうか。

 その際、もとより履修免除・振替を可能とするのは、免除科目の資質・能力を十分に上回る
水準で身に付けている場合には、他の選択肢を当該生徒に提供できるようにすることが有意
義であるためであり、単に相当する資質・能力を身に付けていれば自動的に免除・振替を可
能とすることを目的とするものではないことに留意する必要があるのではないか。

（検討の前提）
【科目の履修免除の要件】
① 高等学校教育との関連において社会的信頼性が確立している外部

試験の合格により、免除科目の知識及び技能が概ね習得されてい
ると判断し得ること （外部試験の性質の観点）

② 免除科目において育成を目指す資質・能力全体について、振替科
目等の履修によって、当該教科の目標の達成に向けて発展的に育
成可能であり、総合的な代替性が認められること（免除科目と振替
科目の代替性の観点）

③ 当該生徒の実態や希望を踏まえ、必履修科目を選択科目等の履
修に振り替える方が、資質・能力の育成の観点で大きく上回る成果
が期待できること（資質能力の育成における比較優位の観点）

（要件を踏まえた具体的な運用）
【対象となる免除科目・外部試験の在り方】
 以上の要件を踏まえた場合、まず、具体的にどの外部試験によりどの

科目を対象としうるかを示す必要がある。

 その際の基本的な考え方として、本制度は必履修科目の履修を免
除するという高等学校教育の共通性に関わる新たな仕組みであるこ
とから、制度の悪用・濫用を防ぎつつ慎重に制度設計を行う必要が
ある。そのため、これまでに学校現場で十分な活用実績があり、他の
教育制度との関係で既に位置づけがあるなど、当面、十分な合理性
が認められるものに限ってスタートすることが適当ではないか。

 この点、要件①の「社会的信頼性が確立している外部試験の合格
により、免除科目の知識及び技能が概ね習得されていると判断し得
る」という視点を踏まえると、まず英語の外部試験の活用が考えられ
る。英語に関しては、国際的に通用する英語運用能力に関する尺
度であるCEFRに対応した外部試験等が複数あり、文部科学省とし
てCEFRレベルを外国語教育の目標値ともしていることも踏まえると、
複数の外部試験が該当すると考えられる状況にある。

 また、数学についても、年間30万人程度が受験するなど社会に広く
普及し、各高等学校が積極的な受験を通じて学力向上の契機とし
ている外部試験が存在している状況にある。 8
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 また要件②の「免除科目において育成を目指す資質・能力全体について、振替
科目等の履修によって、当該教科の目標の達成に向けて発展的に育成可能で
あり、総合的な代替性が認められる」かという視点においても、英語と数学につい
ては、教科の性質上、選択科目やその内容を含む学校設定教科・科目等の履
修の中で、必要に応じて必履修科目の理解を補いつつ、発展的に目標の達成
に向けて指導を行っていくことが可能と考えられ、①や③の要件を満たす状況であ
れば、総合的に代替性が認められる。

※例：英コミⅠと英コミⅡ・Ⅲなどの選択科目は取り扱う内容のほとんどは共
通しており目標の水準で差を設けているため、選択科目中で英コミⅠの内容
も含め発展的に指導することも可能であるし、数学Ⅱにおいても例えば微分・
積分の学習の中で数学Ⅰにおける二次関数に関連する資質・能力を含め
発展的に指導することが可能

 また、英語・数学については、こうした社会的信頼性と十分な実績を有する外部
試験が存在するのみならず、これらの外部試験は、高卒認定試験の試験科目
免除の対象として組み入れられているなど、高等学校における資質・能力の育成
との関係が一定程度認められている状況にある。

※高卒認定試験は大学・短大・専門学校の受験資格を与えるに足る水準の
学力を認定する制度である。一方、今般検討している制度は、必履修科目
を免除し、より発展的な科目等への振替を認めようとするものであり、趣旨が
大きく異なる。このため、対象とすべき外部試験の種類や、免除に必要な級
の水準等については、高卒認定試験をそのまま適用することは適当でなく、別
途慎重な検討が必要であることに留意。

 これらの視点を総合的に鑑みて、まずは外国語と数学の必履修科目について、
外部試験を活用した免除・振替の制度運用を開始していくことを念頭に検討を
進めることとし、具体的な外部試験の種類や、履修免除を認める際に必要な級
の水準、振替科目等（上位科目以外の学校設定科目や学校外学修のイメー
ジを含む）については、外国語WG及び算数・数学WGにおいて具体的な議
論を進め、解説等で具体的に定めることとしてはどうか。

【必履修科目を免除した場合の振替科目等の在り方】
 要件を満たし、必履修科目を免除することが適当であると認められる場合、

企画特別部会の論点整理では、振替え先の学習として、以下の３つを挙
げている。
 当該科目の属する教科の上位科目
 学校設定科目
 学校外学修の単位認定の履修

 今般検討した要件②に鑑みると、上記のうち学校設定科目及び学校
外学修の単位認定に振り替える場合についても、当該免除科目と無関
係なもの（英コミⅠを免除し、芸術系教科に振り替える等）ではなく、
あくまで必履修科目が属する教科の目標の達成に向けた発展的な学
習が可能な内容とすべきことに留意する必要があるのではないか。

 その場合の単位数の在り方としては、今般の仕組みは高等学校入
学前の学習の成果を認めるものであり、高等学校卒業に必要な学
習量を減じさせる趣旨ではないことから、免除科目の単位数と同じ単
位数について、振替科目等で修得する必要があるのではないか。

 なお、今回の免除の仕組みは、主に入学前に、既に免除科目が目指す資
質・能力を大きく上回る水準で身に付けている生徒を念頭に置いたものであ
るが、不登校や病気等何らかの事情で学校に来ることが一時的に困難とな
り、必履修科目の単位を取得できなかった生徒など、入学後に外部試験等
による必履修科目の代替を希望するケースも一定数存在すると考えられる。
今後の具体的な外部試験の種類や、履修免除を認める際に必要な級の
水準等の検討に当たっては、こうしたケースの存在も踏まえ検討すべきでは
ないか。
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令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １



その他の柔軟化策等５

①学校設定教科・科目の単位数

 企画特別部会の論点整理では、柔軟な教育課程編成を後押しするため、
普通教育を主とする学科における「卒業までに修得させる単位数に含めら
れる学校設定科目等に係る修得単位数」を増やすことの適否、増やす場
合の上限をどう考えるか（現行は20単位まで）を検討すべきとされている
ところ。（専門学科においては現在でも上限なし）

 これまで①～③で検討してきた柔軟な単位制度を活用した場合、学校設
定教科・科目を用いた科目設定上の工夫が一層進むことが想定される
（※）ため、 「卒業までに修得させる単位数に含められる学校設定科目
等に係る修得単位数」を増やすこととしてはどうか。
（※）
・①で検討した単位数の柔軟化を可能とする中では、例えば必履修科目と
学校設定科目等を組み合わせて組替え後科目を作るというケースが考え
られる。一方で、そうした内容の統合により、組替え後科目の履修単位数
が大きくなり、生徒によっては選択の幅が狭くなってしまう場合も考えられる
ため、現行の選択科目の一部を分割し重点的に履修できるようにしたいと
いうニーズも存在すると考えられる。

（例）近現代を扱う歴史総合を学んだ後、古代・中世史を深めたい生
徒に向けて、に日本史探究と重複する部分を含みつつ、特に探究的・
発展的に履修させる科目を設ける等

・こうした場合、選択科目の一部を重点的に履修する科目は学校設定教
科・科目として取り扱うこととなる（単に選択科目の一部のみを切り出すと、
当該科目の目標の趣旨が実現困難になると整理されるため）

・このような生徒の豊かな選択肢の存在を重視した学校設定教科・科目の
開設を積極的に行うこととすると、学校設定教科・科目の単位数が多くな
ることが想定され、本来設定したかった独自の学校設定教科・科目を創
設する幅が小さくなることも懸念される。

 その場合、どの程度まで増やすこととするかが課題となるが、「普通教育を主
とする」という学科の性質と、学校の多様な教育課程編成上の工夫を可能
とするという政策目的のバランスを考えて設定する必要がある。
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 「普通教育を主とする学科」については、普通科の特色化・魅力化を図る観点から
多様な学科の設置を認める制度改正を行ってきており、令和４年度からは、以下
の４類型で学科の設置が可能となっている。そのうち、新たな創設された３学科に
ついては、「その他普通教育を主とする学科」として、学校設定教科・科目の設置
等を通じた特色ある教育課程編成を求めている。

①普通科
②学際領域学科
③地域社会学科
④その他普通科

「その他普通教育を主とする学科」
・特色に応じた学校設定教科・科目を２単位以上設け、学校設定教
科・科目と総探を各年次にわたり合計6単位以上履修させる必要

（「普通科」における上限について）
 「普通科」については、普通教育の実施を特にその教育課程の中心に据えた学科で

あり、必履修教科・科目及び総合的な探究の時間の合計38単位を終えた後、一
定の範囲で共通教科・科目の選択科目の履修を進めていくことが前提となる。

 そのため、卒業に必要な単位数（74単位）から必履修教科・科目に必要な38単
位を除いた全てを学校設定教科・科目に充てて良いとすることは、かえって「普通科」
としての特色を発揮できないことも考えられるため、卒業に必要な単位数の４割程
度にあたる28単位を学校設定教科・科目の上限とすることを念頭に検討してはどう
か。

（「その他普通教育を主とする学科」における上限について）
 「地域社会学科」等の「その他普通教育を主とする学科」については、普通

教育に加え、学校設定教科・科目等の開設・履修により特色ある教育課程
編成を求めていることから、必然的に「普通科」と比較して学校設定教科・科
目の履修単位数は増えることが想定される。

 その趣旨を踏まえ、 「その他普通教育を主とする学科」については卒業に必
要な単位数（74単位）から必履修教科・科目に必要な38単位を除いた
全て（36単位）を学校設定教科・科目に充てて良いこととすることを念頭に
検討してはどうか。

（※）現行でも、例えば留学・学校間連携、ボランティア活動等の学校外学修の単位認定に
ついては、合わせて36単位までという上限が設定されているほか、国際バカロレア・ディプロ
マ・プログラムの認定校については、教育課程の特例として、学校設定教科・科目を36単
位まで卒業単位に含めることが可能とされている

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １



その他の柔軟化策等５

①学校設定教科・科目の単位数（続き）
 なお、今般の教科・科目の柔軟な組み替えを可能とする仕組みの創設

や、学校設定教科・科目の単位数上限の見直しは、生徒の多様性に
応じるとともに、未来の社会や労働市場の在り方も見据えた各高等学
校の改革を支えるために行うものであることや、今般「組替え後科目」と「
学校設定科目」の概念整理を行ったことも踏まえ、特定の既存教科・
科目の内容を一層網羅的に扱うような学校設定教科・科目の開設を
促す趣旨ではないことを明確に示していくべきではないか。

 こうした点も含め、今般の学校設定教科・科目の上限拡大に合わせ、
学校設定教科・科目の設定が各教育委員会や学校で円滑に行われ
るよう、設定に当たっての基本的な考え方を示していくことは効果的では
ないか。

②週当たり授業時数の標準（30コマ）
 現在、高等学校卒業に必要な単位数は74単位だが、週当たりの授業

時数は30単位時間を標準としている規定とも相まって、３年間で90単
位以上の履修が一般的となっている。

 今後、単位制の柔軟化等を通じて、各生徒の多様な実態の違いに応
える学習活動や、例えば、本格的な「デュアルシステム」の導入など、学
校の特色等を活かした探究的・実践的な学びを充実させていくにあたり、
授業を集中的に行う時期と生徒がそれぞれのニーズや探究課題等に応
じて主体的に学習することができる余白のある時期のメリハリをつけるなど、
年間を通じた柔軟なスケジュール編成も重要となってくることが考えられる。

 こうしたことも踏まえ、企画特別部会の論点整理では、「生徒の学校生
活に余白を生み、個々の進路希望や心身の状態などに応じて柔軟な
学習や活動ができるようにする観点から、週当たり授業時数の標準
（週30コマ）について、示さないこととする方向で検討すべき」とされてお
り、週当たり授業時数の標準については、示さないこととしてはどうか。

③授業週数の標準（35週）の在り方
 現在高等学校の全日制の授業週数については、「各教科・科目及びホーム

ルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とする」と定めている。今般、義
務教育段階においては、学校の授業日数の実態（中学校で平均202日程
度）に合わせて年間授業週数を「40週を標準」とする方向で検討しているが、
高等学校学校段階の示し方を確認しておく必要がある。

 この点、高等学校については、以下のような状況もあることを踏まえると、標準と
実態の大きな乖離があるとは言えず、現在の示し方に妥当性があることから、引
き続き授業週数の標準を35週とすることについてどのように考えるか。
 授業日数が200日未満の全日制高等学校が7割以上であり、学科の特

性等によっては180日（36週）以下という場合もあるなど、小中学校より
も総授業日数が少なく（※）、また学校による差が大きい現状
（※）小中学校ともに200日以下は約３割

 高等学校における「35週」の標準の対象は各教科・科目やホームルーム
活動の授業を行う日（年間を通じて実施が必要な共通部分）であり、
学校設定教科や総合的な探究の時間等は含まれていないため、引き続
き、義務教育段階よりも少ない週数で設定することが適切

④継続的な事例創出と今後の柔軟な検討
 義務教育段階における調整授業時数制度の設計に当たっては、授業時数特

例制度や研究開発学校等を通じた事例の蓄積があった他、「サキドリ研究校事
業」等を通じた積極的な事例創出を通じて、制度開始後の円滑な実施を支え
ることとしている。

 この点高等学校については、令和８年度から研究開発学校制度を用いて単位
制の柔軟化に取り組む学校の実践研究を進める予定であるものの、義務教育
段階に比べて事例の蓄積が少なく、詳細な制度設計にあたっては、生じうる課
題等についても一層研究を進めていく必要がある。

 そのため、研究開発学校における研究状況や、①～④に示した提案を踏まえた現
場の声などを踏まえつつ、必要な要件の在り方や課題への対応等の制度の具体
的な設計については、通信制等の課程の違いにより生じうる固有の検討事項を
含め、引き続き柔軟に検討を進めるとともに、高等学校学習指導要領の施行に
向けては、義務教育段階の「サキドリ研究校」事業も参考としつつ、何らかの形で
各都道府県が事例創出に取り組める仕組みを整えるべきではないか。

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １
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検討項目⑥ 調整授業時数制度等の具体化について

12

（1. 文部科学省）
 研究開発学校や、その研究成果を踏まえた事例創出の取組等を通じて、参照可能な実践事例を幅広く創出し、各教育委員会等に情報提供
 制度実施後は「教育課程編成・実施状況調査」により制度の活用状況等や実践事例を定期的に把握・公表するとともに、必要な制度の改善等

を行う
 各都道府県・指定都市の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催する中で、好事例・不適切と考えられる事例等について周知
 上記の状況把握の中で、不適切な運用実態を把握した場合には、都道府県教育委員会や私立学校担当部局等に対し、地教行法等に基づく指

導や助言を行い、速やかな改善を図る
（2. 都道府県（私立学校担当の首長部局を含む） 、高等学校を設置する市町村）
 研究開発学校や文部科学省の事例創出の取組の成果、「教育課程編成・実施状況調査」の調査結果、国が開催する研究会・協議会等を踏ま

え、質の高い実践が可能となるよう各学校に必要な情報提供
 各学校に提出を求めている教育課程編成届において、単位制の柔軟化を活用した組替え後科目、学校設定教科・科目等の状況と要件適合性

について記載を求める
 日々の指導・助言や計画訪問等を通じて、管内の高等学校の取組状況に関する実態把握を行い、他自治体での取組等も参考にしつつ、必要に

応じて指導・助言や伴走支援を行うとともに、不適切な運用があった場合には速やかに是正を図る（首長部局の場合は、助言等を行うなどにより、
速やかな改善を図る）

 都道府県においては、私立学校に対しては私立学校担当部局を通じ、域内の市町村立高等学校に対しては設置する市町村を通じて、都道府県
立学校と同様の情報を展開しつつ、３.に基づいて域内の他設置者の高等学校が公表する教育課程編成の状況についても収集・共有するとともに、
各高等学校に公立学校担当向け研修への参加を積極的に促すなど、域内の高等学校における実践の質の向上に取り組む（首長部局は、都道
府県教育委員会に助言または援助を求めることができる）

（３. 各学校）
 今般の単位制の柔軟化の仕組みを活用した教育課程編成の状況等について、カリキュラム・ポリシーの一環としてHPへ公表する
 学校運営協議会を設置している場合は、教育課程編成の基本的な方針について承認を受けるに際しては、単位制の柔軟化の仕組みを活用した

教育課程編成の方針についても議論する

国・都道府県、各学校による教育課程の質確保のための仕組みの在り方
 ①～④にて検討した単位制の大幅な柔軟化は、多様な生徒一人一人に応じる学習の充実や、これからの社会変化を牽引する
各学校の大胆な教育課程編成を支えるものであるが、高等学校教育の質低下を招いたり、大学入試対策に過度に傾倒した運
用を防ぐ観点から、国や都道府県（高等学校を設置する市町村を含む）、各高等学校がそれぞれ効果的な取組となるよう積
極的な役割を果たすとともに、適切ではない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった場合には、改善を図ることができるよう
質を確保するための仕組みを設けることが必要。

６
令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １



・ 公立高校と同様の情報を提供・
知見の共有
・ 仕組みの活用状況の収集・共有
・ 公立学校担当向け研修への参
加を促す

仕組みを活用した教
育課程編成の方針
についても議論

・ 教育課程編成届の提出
・ 事例や課題の共有

・ 仕組みの活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 助言等による速やかな改善

単位制の柔軟化に係る教育課程の質確保のための仕組みの全体像

都道府県教育委員会
※高等学校を設置する市町村

各学校

知見の共有

・ 仕組みの活用状況・実践事例を調査（教育課程編成・実施状況調査）し、結果提供・必要な制度改善
・ 先行事例の成果等を教育委員会へ情報提供
・ 各都道府県・指定都市教委の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催し、好事例・不適切事例等の周知・
適時の指導助言

仕組みの活用状況について、カリキュラ
ム・ポリシーの一環としてHP等で公表

学校運営協議会

研究開発学校

 ①～④にて検討した単位制の大幅な柔軟化は、多様な生徒一人一人に応じる学習の充実や、これからの社会変化を牽引する各学校の大
胆な教育課程編成を支えるものであるが、高等学校教育の質低下を招いたり、大学入試対策に過度に傾倒した運用を防ぐ観点から、国や
都道府県（高等学校を設置する市町村を含む）、各高等学校がそれぞれ効果的な取組となるよう積極的な役割を果たすとともに、適切で
はない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった場合には、改善を図ることができるよう質を確保するための仕組みを設けることが必要。

指導・助言、伴走支援

先行事例の創出

保護者・地域住民等
生徒の実態や未来の社会を見据えて
単位制の柔軟化の仕組みも活用し
特色ある教育課程を編成 13

各都道府県が事例創出
に取り組める環境整備

・ 助言または援助の求め

私立学校担当の首長部局

・ 仕組みの活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 指導・助言、伴走支援
・ 不適切な運用の改善

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １



高等学校の教育課程の柔軟化の仕組みの方向性（イメージ）

14

必履修
選択 学校設定

１単位
（35単位時間の学習）

これらの仕組みの不適切な運用
を防ぎ、国・都道府県・各学校が
必要に応じて改善を図り、質を確
保する仕組みを設ける
（補足イメージ②参照）

６

• 一定の限度の下で減単可能とする
• 現行で減単を不可としている標準が２単位の必
履修科目についても、１新単位の範囲内で減
単を認める

• 各必履修教科に係る科目の履修単位数の合計
が３新単位を下回る減単は不可

• その上で、各科目について減単可能な上限を引き
続き検討

３ 減単の考え方
①高等学校教育との関連において社会的信頼性が確立している外
部試験の合格により、免除科目の知識及び技能が概ね習得され
ていると判断し得ること

② 免除科目において育成を目指す資質・能力全体について、振替
科目等の履修によって、当該教科の目標の達成に向けて発展的
に育成可能であり、総合的な代替性が認められること

③ 当該生徒の実態や希望を踏まえ、必履修科目を選択科目等の
履修に振り替える方が、資質・能力の育成の観点で大きく上回る
成果が期待できること

４
科目の履修免除の要件 履修免除の対象科目

• まずは、外国語と数学の必履修科目
について、外部試験を活用した免除・
振替の制度運用を開始していくことを
念頭に検討を進める

• 具体的な外部試験の種類や、履修免
除を認める際に必要な級の水準、代替
となる科目等については、外国語WG
及び算数・数学WGにおいて具体的な
議論を進め、解説等で具体的に定める

２ 50分×17コマの授業をもって１
単位とすることを標準とする

１単位の計算

５
標準を示さない

① 組み替え後の科目の実施により、元の教科・
科目の目標の趣旨を損なわないこと

② 組み替え後の科目の実施を含む教育課程全
体として、元の科目の履修と同様の成果が期待
されること

③ カリキュラム・ポリシーとの関連において、変更部
分の趣旨・内容を公表して明らかにし、生徒・
保護者等に説明すること

１
科目の組み替え時の要件

• 原則として、元の科目の内容が教育課程全体で適切に取り
扱われることを前提としつつ、従前同様、生徒の実態を踏まえ
特に必要がある場合は「基礎的・基本的な事項に重点を置
くなど内容を選択して扱うことを可能とする

• 「発展的・探究的な」事項に重点を置いて各科目の内容に
ついて選択的に取り扱うことも可能とする（大学入試対策
に過度に系統した運用を防ぐ観点に留意）

科目組み替え時の内容の取扱い

１ ２ ３ … … 28 29 30 コマ

（週当たり授業コマ数）

コマ

卒業単位数に含められる学校設定科目等
に係る修得単位数は、
普通科 ⇒ 28単位
その他普通教育を主とする学科⇒36単位
に増加させることを念頭に検討

５
学校設定教科・科目の

単位数の上限

週当たり授業時数

１新単位
（17単位時間の学習） 必履修

科目G

学校設定選択組替え後
科目

組替え後
科目

科目E 科目F

免除・振替
週当たり授業時数の標準は示さない

必要な改善
・質確保のための仕組み

科目B 減単科目A

科目G科目E 科目F

科目A 減単 減単 減単科目B

科目C

令和８年２月１９日
教 育 課 程 部 会
総則・評価特別部会
資 料 １



議題

15

高等学校における科目の柔軟な組み替えを可能とする仕組みを前提とした場合の、
専門高校における、考えられる教育課程・学習指導の在り方について。

また、専門高校における教育課程の柔軟化に伴って生じうる課題とそれを防ぐための運用の
在り方。



現行学習指導要領における専門学科の教育課程の編成について

16

高等学校における卒業までに必要な単位数は74単位。そのうち必履修科目は最低３８単位（3５単位まで減可）。
専門高校においては、専門教科を25単位以上履修することを要件としている。

必履修科目

選択科目

学校設定科目

原則履修科目

学校設定科目 最低
２５単位以上

９０
単位

【
共
通
教
科
・
科
目
】

【
専
門
教
科
・
科
目
】

最低
３５単位以上

週当たり時数の標準
（３０コマ）を３年
間実施した際の履
修単位数

選択科目

卒業に必要な単位数
７４単位

 他科目による専門科目の代替（５単位まで）
 専門教科・科目による必履修教科・科目の代替
 学校設定科目の単位数を含めることが可能。

※単位数の制限なし（普通科は２０単位までの制限あり）



専門学科の教育課程編成のイメージ

90
単
位
程
度

※単位数は分かりやすさのため単純化している。実際は特別活動や専門科目による必履修科目の代替等があるためもう少し複雑となる。

共通教科・科目のうち
必履修教科・科目

３５単位

専門教科・科目
２５単位以上

３０単位程度

共通教科・科目のうち
必履修教科・科目

３５単位

専門教科・科目
２５単位以上

専門教科・科目
３０単位程度

共通教科・科目のうち
必履修教科・科目

３５単位

専門教科・科目
２５単位以上

共通教科・科目
３０単位程度

専門教科・科目を
多く履修するパターン

共通教科・科目を
多く履修するパターン

17



科目の柔軟な組み替えの具体的な内容・要件について１
【検討の前提】
 総則・評価特別部会において、科目の柔軟な組み替えについては、多様性・共通性の双方を重視しつつ特色化・魅力化を推進する視点、多様な生徒一人一人に応じ
る視点、学校教育を通じて社会変化を牽引する人材育成を進める視点から検討されているものである。

18

→

（イメージ）

 このことを、例えば、総則・評価特別部会の資料（本資料のP３）で多様な展開として示された例に当てはめると、以下のように整理できる。
（多様な取組の展開の例）
・ 同一教科内の必履修科目や選択科目を一体化した科目を作り、学習内容の重複を避け余白を生み出しつつ、探究的な学びを充実する例
・ 複数教科に属する科目を組み合わせて一体的に取り扱う科目を作り、より実社会・実生活における実践的な課題解決につながる学びを充実する例
・ 学校の特色を活かした学校設定教科・科目と、共通教科・専門教科の内容を組み合わせることで、学校が目指す資質・能力の育成を一層充実する例
・ 学び直し科目と必履修科目を組み合わせて、生徒の基礎学力保障の取組を充実する例

科目A ＋ 科目B

①学習内容の重複を避け余白を生み出しつつ、
探究的な学びの充実を図ろうとする例のイメージ

重複内容
実践的・探究的な学びの充実

②より実社会・実生活における実践的な課題解決に
つながる学びを充実しようとする例のイメージ

（共通必履修科目）

一体的に学ぶ

③学校が目指す資質・能力の育成を一層充実しよう
   とする例のイメージ

（栽培や製造等に関する科目） （流通や経営に関する科目）

④生徒の基礎学力保障の取組を充実しようとする
例のイメージ

（専門選択科目）

科目C

→

科目D ＋ 科目E

科目F
（学校設定科目） （専門選択科目）→

内容A ＋ 科目G

科目Ｈ

（学び直し科目）
＜学校設定科目＞

（専門選択科目）→

内容B ＋ 科目Ｉ

科目Ｊ

 総則・評価特別部会においては、「既存教科・科目の内容のみで構成される」場合は「組替え後科目」として、「学校設定教科・科目の内容を含む」場合は「学校設定
教科・科目」として整理することとしている。（以下、イメージ参照）

＜組替え後科目＞

科目A 科目B＋ → 科目C
内容A 科目D＋ → 科目E

＜学校設定科目＞

内容B 科目F

組替え後科目 学校設定教科・科目

※イメージであり、実際は様々な組み合わせが考えられる。



具体的な検討の方向性
 専門科目の組み替えの可能性は、以下のとおりのパターンが考えられる。
※なお、共通科目同士の組み替えも考えられるが、産業教育WGにおいては検討の対象とはしない。

共通必履修科目

専門選択科目

専門原則履修科目

共通選択科目

 また、上記の組み替えのパターンに加え、専門科目については、専門高校はもちろんのこと、普通科高校、総合学科高校等においても開設されるものであり、
前提として、それぞれ科目を開設しようとする高校のスクールポリシーや教育課程の編成方針等に基づき、当該組み替え後の科目が適切に設定されるべきも
のであるが、ここでは特に、専門高校において専門科目を組み替える場合に、総則・評価特別部会（本資料P４）で示す要件設定に加え、安易な組み替
えが起こらないよう、また、組み替えの趣旨を踏まえ適切な運用を図ることで、より特色化・魅力化を図ることができるよう、別途配慮事項を解説において示して
はどうか。

専門選択科目

（参考）総則・評価特別部会資料において示された要件
要件①：組み替え後の科目の実施により、元の教科・科目の目標の趣旨を損なわないこと
要件②：組み替え後の科目の実施を含む教育課程全体として、元の科目の履修と同様の成果が期待されること
要件③：カリキュラム・ポリシーとの関連において、変更部分の趣旨・内容を公表して明らかにし、生徒・保護者等に説明すること

 専門高校は、専門教科・科目の学習を通して、職業に関する資質・能力を身に付けることを目指している高校であることから、専門高校において、専門教
科・科目を組み替えようとする場合、「専門教科・科目の学び」が一層充実する観点から行われる必要があると考えられる。

 こうしたことを前提とすれば、専門高校において専門科目を絡めて組み替え後科目を設定しようとする場合、
 科目を組み替えることにより、専門教科全体の学びがより系統的・体系的となるものであること
又は、
 科目を組み替えることにより、専門教科全体の学びがより実践的・探究的となるものであること
を配慮事項等として解説において示すとしてはどうか。

 専門教科においては、原則履修科目として、基礎的な科目と「課題研究」の２科目が設定されているが、共通必履修科目（総合的な探究の時間を含む）
においても、組み替えの対象として考えられていることから、これらの２科目についても、組み替えの対象としては排除しないこととしてよいか。

 その際、特に「課題研究」においては、第３回の本WGにおいて、カリキュラム・マネジメントの中核的な科目としての位置づけや、自己の在り方・生き方につなが
る課題を設定すること、さらには導入段階で実社会・実生活に関わる課題を探究する活動を取り入れることとの方向性を整理していることから、仮に「課題研
究」を含めた「組み替え後科目」を設定する場合には、こうした方向性を踏まえた科目となるよう十分な配慮が必要と考えられるが、具体的にどのような配慮事
項が考えられるか。 19
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減単の考え方について３
 専門教科・科目においては、学習指導要領上標準単位数を示さず、同
解説において「想定単位数」として、幅のある形で示している。

 これは、専門教科・科目が専門高校だけではなく普通科や総合学科にお
いても開設される可能性があることや、地域や産業の多様性に対応し、各
学校が実情に応じて柔軟に教育課程を編成できるようにするためである。

 専門教科の特色化、魅力化を図る上では、こうした考え方を今後も踏襲
することが妥当であると考えられる。したがって、専門教科・科目においては、
減単という考え自体がなく、引き続き、設置者が標準単位数を定め、各学
校において具体的な単位数を設定する仕組みとすることでよいか。

科目の履修免除について４
 総則・評価特別部会では、必履修科目の履修免除について議論が行
われており、総則・評価特別部会において示されている以上に、特に専
門高校、専門教科・科目の視点から配慮すべきことがあるか。

週当たりの授業時数等ついて５
 総則・評価部会では、現行学習指導要領で示されている週当たりの
授業時数の標準（週30コマ）について、示さないこととしてはどうかとされ
ており、このことについて、専門高校特有の懸念点はあるか。

質保証の仕組みについて６
 総則・評価部会において示されていること以上に、特に専門高校として
配慮すべきことがあるか。

 現行学習指導要領では、専門高校における学校設定科目及び学校
設定教科に関する科目について、卒業単位に含めることができる単位数
の制限は設けられていないが、引き続きこうした方向性でよいか。何か留
意点等は考えられるか。

その他の具体的な論点と検討の方向性

単位計算方法の見直しについて
 「50分×17コマの授業をもって1単位とすることを標準」とすることに関し、専門高校においては、主に、職業資格の取得との関係において検討が必要となる。
 具体的には、例えば、水産高校における海技士資格、看護高校における看護師資格、福祉高校における介護福祉士資格などが挙げられる。
当該高校においては、高等学校学習指導要領とともに、それぞれの養成施設として所管省庁が定める規則等に基づく教育が行われており、職業資格の取得に
当たって、必要な教育の内容の質の担保と、当該教育内容を指導するに当たって必要となる時間の確保という２つの側面から、今後関係省庁と調整を図ってい
く必要がある。

 文部科学省においては、関係省庁との調整と並行して、各学校が改訂の方向性を踏まえ適切な教育課程を編成できるよう、必要に応じてモデルカリキュラム
を示すことなどを検討してはどうか。

２



単位計算方法の見直しについて（参考）

【海技士養成施設の例】
●登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示（抄）
別表第二 必履修科目並びに教育時間等の教育の内容及び教育の方法の基準
一 教育内容の基準
（一） 三級海技士（航海）第一種養成施設、三級海技士（航海）第二種養成施設、船橋当直三級海技士（航海）第一種養成施設の場合

必要履修科目 履修方法

単位数

別表第一第一号
及び第二号のうち
修業期間が二年
以上であるもの

別表第一第二号
のうち修業期間が
一年三月以上で
あるもの

別表第一第二号
のうち修業期間が
六.五月以上であ
るもの

別表第一第十五
号によるもの

別表第一第三号
によるもの

１ 航海に関する科目
一 航海計器
二 航路標識
三 水路図誌

・
・
・

講義、演習、実験
又は実習

二十五単位（十
五単位）以上

九単位以上 十三単位以上 七単位以上 十二単位（九単
位）以上

備考 １ 乗船履歴として認められる練習船による実習を独立行政法人会議教育機構に所属する練習船又は国土交通大臣が適当と認める練習船により行う場合にあっては、
（ ）内の単位数とする。
２ 教育時間について単位制を用いない船舶職員養成施設にあっては、三十五単位時間（一単位時間は五十分を標準とする。以下同じ。）を一単位とみなす。
３、４ 略

【自動車整備士養成施設の例】
●自動車整備士養成施設の指定等の基準（抄）
Ⅰー１ 三級自動者整備士の養成課程
Ⅰー１ー２ 教育計画

教育計画は、次の表に掲げる科目の学科及び実習を含み、自動車の基礎的な知識及び技能について適切な内容を有するものであること。
教育時間は、学科270時間以上、実習560時間以上であること。

学科 実習

ア 自動車工学
イ 自動車整備関連
ウ 自動車の整備に関する法規

ア 自動車整備作業
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【看護師養成施設の例】
●保健師助産師看護師学校養成所指定規則（抄）
（看護師学校養成所の指定基準）
第四条
３ 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科（以下この項において「専攻科」という。）において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る
令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一、二 略
三 教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。

別表第三の三（第四条関係）

教育内容
単位数

高等学校 専攻科 合計

基礎分野 科学的な思考の基盤
人間と生活・社会の理解

六 一〇 一六

合計 三八 七〇 一〇八
備考
１ 単位の計算方法は、高等学校においては、高等学校学習指導要領（平成三十年文部科学省告示第六十八号）第一章第二款第三項（一）アの規定による。
専攻科においては、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。

（准看護師学校養成所の指定基準）
第五条 法第二十二条第一号の学校（以下「准看護師学校」という。）に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第十八条の

主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一、二 略
三 教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。

別表第四（第五条関係）
教育内容 時間数

基礎分野 科学的な思考の基盤
人間と生活・社会の理解

三五
三五

合計 一八九〇 22



【介護福祉士養成施設の例】
●社会福祉士介護福祉士学校指定規則（抄）
（介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基準）
第八条 法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 教育内容は、別表第五に定めるもの以上であること。

別表第五（第八条関係）

教科 科目 単位数

高等学校等（専攻科及び別科を除く。） 福祉 社会福祉基礎
介護福祉基礎
コミュニケーション技術
・
・
・

四
五
二
・
・
・

合計 五三

備考
一 各科目の単位数は、一単位時間を五十分とし、三十五単位時間の授業を一単位として計算することを標準とする。
二、三 略
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